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【令和７年度】 

 

１．実施の目的 

食料品価格等の物価高騰の影響により、住民生活に係る家計負担が増加していることに鑑み、

住民の負担軽減とともに地域経済の活性化を図ることを目的として、町内の事業所(店舗)で  

幅広く利用できる商品券を全町民対象に 1 人当たり 13,000 円分支給する事業を実施します。 

 

 

２．配布対象者 

 令和 8 年 1 月 31 日現在において、当町の住民基本台帳に記録されている者 

 

 

３．商品券の概要 

 

商品券名称 おいらせ町生活支援商品券 

実 施 主 体 おいらせ町 

発 行 総 額 
基準日現在の人口数×13,000 円 

※想定額 326,300,000 円程度【25,100 セット(13 枚綴り)】 

額 面 金 額 1,000 円券×13 枚綴り 

商品券の種類 共通券（取扱店全店で利用可能）のみ 

使 用 期 間 
令和 8 年 4 月 1 日(水)から令和 8 年 5 月 31 日(日)まで 

※使用期間を過ぎた場合は無効となります 

配布予定時期 令和 8 年 3 月 30 日(月)から順次配布 

使 用 範 囲 

別途定める取扱登録店で使用することができますが、以下の支払には商品券

を使用できません。 

①商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が

高いもの 

②たばこ事業法に規定するタバコの購入 

③各種税金、電気・ガス等の公共料金 

④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に規定

する性風俗関連特殊営業に係るもの 

⑤土地及び家屋の購入代金 

⑥取扱店独自の不可品   など 

 

おいらせ町生活支援商品券発行事業 

実施要項 
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４．周知等 

全世帯へチラシを配布、町広報、新聞各社へ記事掲載、おいらせ町ホームページにて周知 

 

 

５．商品券取扱店 

 

募 集 町内の商工会員及び非会員へ取扱店募集案内を送付します。 

申 込 方 法 本要項を熟読のうえ下記提出物をおいらせ町商工会へ提出してください。 

提 出 物 

郵送または窓口にて提出ください。 

①取扱店登録申請書 

②通帳の写し（表紙と２ページ目）※新たな口座登録が必要な場合のみ 

申 込 期 間 

令和 8 年 1 月 29 日(木)から令和 8 年 2 月 13 日(金)まで 

※取扱店一覧チラシへ掲載しますので、期限は厳守してください。ただし、

申込期限を経過した後に取扱店を希望する場合は個別にご相談ください。 

登 録 
おいらせ町商工会において審査し、取扱店チラシ及び町ホームページへ掲載

します 

資 格 要 件 

①町内に店舗を有し営業している事業者 

②本事業の趣旨に賛同し、商品券取扱店として誠実に協力できる事業者 

 

ただし、次の事業者を除きます。 

  イ．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定す

る営業を行っている者。 

  ロ．特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反す

る営業を行っている者。 

ハ．暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（第２条第２号）に

規定するもの、又は暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしく

は運営に協力し関与する者。 

  ニ．役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 

登 録 料 無料 
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厳 守 事 項 

①取扱店であることが明確になるよう、後日配布するバナーを利用者がわか

りやすい場所に掲示してください。 

②商品券で購入ができない商品等がある場合、他割引企画との併用不可やポ

イント加算対象外など店独自の定めを設ける場合は、取扱店において利用

者にわかりやすく表示するとともに商品券を取り扱うすべての従業員等

にも周知してください。 

③利用者が使用される商品券について、受け取って問題がないかの確認をし

てください。 

なお、色合いが明らかに違うなど偽造された商品券と判別できる場合は、

商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察並びに 

おいらせ町役場政策推進課に通報してください。 

④商品券を受け取った時は、再流出を防止するため商品券裏面に取扱店舗 

受領印を押印等することとし、既に受領印があるものは受取を拒否して 

ください。 

⑤商品券の交換及び売買は行わないでください。利用期間中における商品の

売買、サービスの提供等の代金として使用された商品券のみ換金可能  

です。 

⑥取扱店間での使用・取引は厳禁とします。 

⑦商品券と現金との交換は禁止します。 

⑧釣銭は出さないでください。不足分がある場合は現金等で受け取ってくだ

さい。 

⑨使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。受け取った場合の 

換金はできません。 

⑩商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して発行者は一切の責

任を負いません。 

 

 

６．商品券の換金方法（取扱店が商品券を換金する方法） 

 

換金請求場所 おいらせ町役場本庁舎 2 階政策推進課 

換 金 方 法 

使用済商品券裏面に事業所名を記入（ゴム印可）したものと「請求書」を持

参いただき、枚数確認後「受領証」を発行します。裏面に事業所名が記入さ

れていない商品券は換金できません。 

※「請求書」の様式は、取扱店が決まり次第、別途お知らせします。 

換 金 日 
毎週火曜日【午前９時～午後３時】※12 時～13 時受付不可 

※令和 8 年 4 月 14 日(火)第 1 回目の換金請求日、5 月 GW 週除く全 9 回 

換 金 精 算 
換金請求日の週の金曜日に各事業所指定口座へ送金予定 

※送金実施者は、おいらせ町商工会です。ご注意ください。 
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最終請求期限 令和 8 年 6 月 16 日(火) ※以後、一切不可となります。 

換金手数料 無料（額面の等価換金） 

 

 

７．その他 

（１）本書およびその他関係書類記載内容に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や 

   取扱店の承認取り消し、損害金の発生が生じた際は請求する場合があります。 


